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「有価証券上場規程別表取扱い要領」の一部改正について 
 

本所は、別紙のとおり「有価証券上場規程別表取扱い要領」の一部改正を行い、平成 23 年

10 月１日から施行しますので、御通知いたします。 

今回の改正は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（平成１１年法律第

１３１号）の一部改正に伴い、自社株対価公開買付けの利用が促進されることが想定されるこ

とから、自社株対価公開買付けに伴う新株の発行に関する上場手数料の取扱いについて明確化

するものです。 

 

以 上 
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有価証券上場規程別表取扱い要領の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

第１ 株券 

 （１） 上場手数料関係 

   ａ～ｆ （略） 

   ｆの２ 上場会社が株式を対価とする公開買

付けに際して発行する新株式の上場手数料

は、当該公開買付けの決済の開始日におけ

る最終価格（当該決済の開始日の売買立会

において売買が成立しない場合には、当該

決済の開始日後最初に売買立会において売

買が成立した日の最終価格）を１株当たり

の発行価格とみなして計算する。 

なお、本所と国内の他の金融商品取引所

に上場している場合は、当該他の金融商品

取引所の最終価格を用いることができる。

ｇ～ｋ （略） 

第１ 株券 

 （１） 上場手数料関係 

   ａ～ｆ （略） 

   （新設） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ～ｋ （略） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

 

 

付  則 

この改正規定は、平成２３年１０月１日から施

行する。 

 

 

 


